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本日ご議論いただきたい点 （携帯電話本人確認のルール関連） 8

１ SIMの不正転売
・SIMの不正転売が増加し、詐欺への転用等の可能性が指摘されている中、転売の防止に向けて
どのような効果的な対策が考えられるか。

２ 法人の代理権（在籍確認）
・法人の担当者が契約を行う場合における在籍確認の手法について、法令上の規定がなく、事業
者によって異なる取扱いとなっている中、利用者視点に立ってどのような方策が考えられるか。

３ 他社の本人確認結果への依拠
・携帯電話の契約時における他社の本人確認結果への依拠について、これまでの議論を踏まえ、
利便性と不正対策のバランスの観点から、どのように考えるべきか。

４ 追加回線
・2回線目以降の回線契約時の本人確認について、法令上の要件が１回線目とは異なっている中、
昨今の犯罪手口の巧妙化、高度化に対し、どのような効果的な対策が考えられるか。

５ 上限契約台数
・上限契約台数について、本人確認が適切になされない場合に、大量不正契約に繋がる可能性が
あるが、利用者のニーズと不正対策のバランスの観点から、どのように考えるべきか。

６ データSIM
・データSIMの本人確認について、法令上の要件が音声SIMと異なっている中、昨今の犯罪手口
の巧妙化、高度化に対し、どのような効果的な対策が考えられるか。

















６ データSIMの本人確認 16

• 現行法令上、音声通信SIMについて、本人確認確認の義務付けがされている一方、データSIM（SMS付・
SMS無し）については、義務付けがなされていない（ただし、一部の事業者においては、自主的な取組として、
法令で義務付けられている音声SIMと同等の方式で本人確認がなされている。）。

• 警察庁の調査によれば、データSIMを悪用した犯罪事例が複数報告されている。特に、SMS付データSIM
は、詐欺などが行われた各種サービスのアカウントを作るために、２段階認証に使用されているケースが複
数ある。

• データSIMについて、訪日外国人の本人確認などを簡易な方式で行うことにメリットがある一方、犯罪悪用
の実態があることを踏まえ、本人確認義務の規定を設けるべきか。

• 仮にデータSIMについて本人確認を義務付ける場合、音声SIMとの違いとして、訪日外国人を含めて多様
な形態での利用があることから、利用実態や実効性の観点を配慮した規定が必要なのではないか。例えば、
訪日外国人の本人確認について、外国人に対する貸与の規定も参考になるのではないか（携帯電話不正利
用防止法規則第19条第1項２号）。

• SMS無データSIMには、IoT機器に利用されているものがある点について、どのように考えるか。

• SMS付データSIMとSMS無データSIMのそれぞれの悪用の典型例はなにか。悪用実態の違いについて、
どのように考えるか。

論点

課題

※本資料で「データSIM」は、SMS付データSIMとSMS無しデータSIMの両者を指している。











（参考）論点４ 追加回線 21

○（一社）電気通信事業者協会HP

https://www.tca.or.jp/press_release/2009/0115_289.html

振り込め詐欺の被害防止対策の取り組みについて（2009年1月15日）
３．個人契約の契約回線数の制限による大量不正契約の防止
携帯電話・ＰＨＳ事業者は、同一名義での大量不正契約の防止を図るため、原則として、個人契約の契約回線数を5回線までに制限させて頂
きます。現在、回線数の制限を行っていない事業者については、準備が整い次第、順次実施する予定です。

〇携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則（平成十七年総務省令第
百六十七号）
（本人確認の方法）
第三条 （略）
３ 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合 は、第一項の規定にかかわらず、当該相
手方について、本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。
４ 前項の確認の方法は、相手方から役務提供契約の締結の際に示された本人特定事項を、当該相手方の既に締結した役務提供契約に係る本人
確認記録等 及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先 （既に役務提供契約を締結している者の住居又
は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。）と照合する方法とする。



（参考）論点5 データSIMの本人確認 22

○（一社）電気通信事業者協会HP

https://www.tca.or.jp/mobile/confirmation.html

携帯電話等事業者は、「携帯電話不正利用防止法」に定められた本人確認等の手続きについて、適切かつ確実な実施を図り、振り込め詐欺
等の犯罪に携帯電話等が悪用されることを防げるよう、安心・安全な社会の実現に向けて取組んでいます。
  また、音声通話が可能な端末のみならず、データ通信カード等の非音声端末の契約等にあたっても、匿名性の排除を徹底するため、原則音
声通話が可能な端末の契約等と同一方法による本人確認等の手続きを実施します。

○（一社）テレコムサービス協会HP

https://www.telesa.or.jp/vc-files/information/mvno-moushiawase-20210129.pdf

データ通信契約申込み受付時おける本人確認手続きに関する申合せ書

2021 年 1 月 29 日の一般社団法人テレコムサービス協会 MVNO 委員会において、MVNO委員会に加盟の MVNO は、データ通信契
約申込み受付時における本人確認手続きに関し、下記の通り実施することを申し合わせた。

1. 本人確認方法
原則、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成十七年法律第三

十一号）」と同一の本人確認方法によりデータ通信契約の受付を行うこと
2. 対象役務
ＳＭＳ機能付きデータ通信契約※

※ＳＭＳ機能が付与されていないデータ通信契約を対象役務とすることついて、今後の社会環境の変化及び不正利用の発生状況等を踏まえ、
引き続き検討するものとする。


